
参考資料2－4  

基発第0401026号  

平成20年4月1日  

都道府県労働局長 殿  

厚生労働省労働基準局長  

労働者に対する肝炎ウイルス検査の受診勧奨等の周知について   

肝炎対策については、一†月王ゑ封墓地⊇吐工1＿（平成14年6月21日付け基発第0621007号）及び  
［遡場1三塵止旦月壬生ウ ′一一 （平成16年12月8日付け基発第1208002号、  

職発第1208002号）により通知しているところである。   

今般、ウイルス性肝炎対策について、平成20年度より新たにB型及びC型肝炎のインターフェロン治療に  
対する医療費助成が開始される予定であることから、これを契機として、肝炎の総合的な対策をよリー層  

推進するため、肝炎ウイルスに感染した可能性のある方々に一日も早く検査・治療を受けていただくよう  
別紙のとおり、室墓畳盟佐里長、嵐佳旦錘旦長及び全国盟傲鹿生壁倦連合会会長に対し、労働者に対する  
肝炎ウイルス検査の受診勧奨等の周知を依頼したところである。   

ついては、各局においても、以上の状況を踏まえ、関係団体に対し、下記事項について協力を要請され  

たい。  

記   

1ウイルス性肝炎は、早期発見・早期治療が重要であることから、労働者に対して肝炎ウイルス検査（  
以下「検査」という。）の意義を周知するとともに、必要に応じ検査を受診するよう呼びかけること。   

2 記の1の呼びかけに際しては、労働者に対し別添についても周知すること。   

3 労働者が検査の受診を希望する場合には、受診機会拡大の観点からの特段の配慮を行うこと。   

4 本人の同意なく本人以外の者が不用意に検査受診の有無や結果などを知ることのないよう、プライバ  
シー保護に十分な配慮をすること。  
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別紙  

基発第0401027号  

平成20年4月1日  

剋星雲簑章旦捷嬰長 殿  

厚生労働省労働基準局長  

労働者に対する肝炎ウイルス検査の受診勧奨等の周知について（依頼）   

労働基準行政の推進につきましては、日頃から格段の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。   
さて、肝炎対策については、「肝炎対策への協力について（要請）1（平成14年6月21日基発第062100  

7号）及び「職場における肝炎ウイルス感染に関する留意事項にフいて」 （平成16年12月8日付け基発第1  

208003号、職発第1208003号）により協力を要請しているところです。   
今般、ウイルス性肝炎対策について、平成20年度より新たにB型及びC型肝炎のインターフェロン治療に  

対する医療費助成が開始される予定であることから、これを契機として、肝炎の総合的な対策をよリー層  
推進するため、肝炎ウイルスに感染した可能性のある方々に一日も早く検査・治療を受けていただくよう  
改めて、労働者に対する肝炎ウイルス検査の受診勧奨等の周知を行うこととしました。   

つきましては、貴団体の関係事業者に対して、下記事項につき周知方御協力をお願いいたします。  

記   

1ウイルス性肝炎は、早期発見・早期治療が重要であることから、労働者に対して肝炎ウイルス検査（  
以下「検査」という。）の意義を周知するとともに、必要に応じ検査を受診するよう呼びかけること。   

2 記の1の呼びかけに際しては、労働者に対し別添についても周知すること。   

3 労働者が検査の受診を希望する場合には、受診機会拡大の観点からの年寺段の配慮を行うこと。   

4 本人の同意なく本人以外の者が不用意に検査受診の有無や結果などを知ることのないよう、プライバ  
シー保護に十分配慮すること。  

基発第0401028号  

平成20年4月1日  

別記関係団体の長 殿  

厚生労働省労働基準局長  

労働者に対する肝炎ウイルス検査の受診勧奨等の周知について（依頼）   

労働基準行政の推進につきましては、日頃から格段の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。   
さて、肝炎対策については、「職場における肝炎ウイ 

12月8日付け基発第1208003号、職発第1208003号）により協力を要請しているところです。   
今般、ウイルス性肝炎対策について、平成20年度より新たにB型及びC型肝炎のインターフェロン治療に  

対する医療費助成が開始される予定であることから、これを契機として、肝炎の総合的な対策をよリー層  
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推進するため、肝炎ウイルスに感染した可能性のある方々に一日も早く検査・治療を受けていただくよう、  
改めて、労働者に対する肝炎ウイルス検査の受診勧奨等の周知を行うこととしました。   

つきましては、貴団体の関係事業者に対して、下記事項につき周知方御協力をお放いいたします。  

記   

1ウイルス性肝炎は、早期発見■早期治療が重要であることから、労働者に対して肝炎ウイルス検査（  
以下「検査」という。）の意義を周知するとともに、必要に応じ検査を受診するよう呼びかけること。  

2 記の1の呼びかけに際しては、労働者に対し別添についても周知すること。   

3 労働者が検査の受診を希望する場合には、受診機会拡大の観点からの特段の配慮を行うこと。   

4 本人の同意なく本人以外の者が不用意に検査受診の有無や結果などを知ることのないよう、プライバ  
シー保護に十分配慮すること。  

基発第0401029号  

平成20年4月1日  

社団法人全国労働衛生団体連合会会長 殿  

厚生労働省労働基準局長  

労働者に対する肝炎ウイルス検査の受診勧奨等の周知について（依頼）   

労働基準行政の推進につきましては、日頃から格段の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。   
さて、肝炎対策については、「労働者に対する肝炎ウイルス検査の受診勧奨等の周知について（依頼）」  

（平成14年6月21日付け基発第062100了号）及び「職場における肝炎ウイルス感染に関する留意事項につし、  
て」（平成16年12月8日付け基発第1208005号、職発第1208005号）により依頼しているところです。   

今般、ウイルス性肝炎対策について、平成20年度より新たにB型及びC型肝炎のインターフェロン治療に  
対する医療費助成が開始される予定であることから、これを契機として、肝炎の総合的な対策をより一層  
推進するため、肝炎ウイルスに感染した可能性のある方々に一日も早く検査・治療を受けていただくよう、  
改めて、労働者に対する肝炎ウイルス検査の受診勧奨等に関する周知を行うこととしました。   

つきましては、貴連合会の会員機関並びに総合精度管理事業参加機関に対し、下記事項につき周知方御  
協力をお願いいたします。  

記   

1ウイルス肝炎は、早期発見・早期治療が重要であることから、肝炎ウイルネ検査（以下「検査」とい  
う。）の意義を事業者及び労働者に周知するとともに、労働者に対しては、必要に応じ検査を受診する  
よう呼びかけること。   

2 記の1の呼びかけに際しては、労働者に対し別添についても周知すること。   

3 労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）に基づく健康診断の結果、肝炎ウイルス感染が疑われる場合  
には、当該労働者に対し、検査の意義を説明し、受診を促すこと。   

4 本人の同意なく本人以外の者が不用意に検査受診の有無や結果などを知ることのないよう、プライバ  
シー保護に十分配慮すること。  
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参考資料2－5  

基安労発第1225001号  

平成20年12月 2 5 日  

都道府県労働局労働基準部  

労働衛生主務課長 殿  

厚生労働省労働基準局  

安全衛生部労働衛生課長  

（公 印 省 略）  

労働者に対する肝炎ウイルス検査の受診勧奨等の周知について   

肝炎対策については、「肝炎対策への協力について」（平成14年6月21日付け基発第06  

21007号）、「職場における肝炎ウイルス感染に関する留意事項について」（平成16年12  

月8日付け基発第1208002号、職発第1208002号）及び「労働者に対する肝炎ウ  

イルス検査の受診勧奨等の周知について」（平成20年4月1日付け基発第0401026号）  

により通知しているところである。   

今般、平成20年12月19日に厚生労働大臣より社団法人日本経済団体連合会会長宛に「ウ  

イルス性肝炎に関する経済界ぺの協力要請書」（別紙1）を手交したところであり、また、、ウイ  

ルス性肝炎の総合的な対策をより一層推進するため、健康局疾病対策課において肝炎ウイルス  

検査等の周知に関するポスター（別添1）及びリーフレット（別添2）．を新たに作成したとこ  

ろであり、別紙Zのとおり、事業者団体の長、関係団体の長及び全国労働衛生団体連合会会長  

に対し、労働者に対する肝炎ウイルス検査の受診勧奨等の周知の際にご活用頂くよう依頼した  

ところである。   

ついては、各局においても、上記を踏まえて、労働者に対する肝炎ウイルス検査の受診勧奨  

等の周知においては、同資料をご活用頂くようお願いする。なお、同資料は、下記ホームペー  

ジからダウンロードすることが可能である。  

記  

（厚生労働省健康局疾病対策課肝炎対策推進室ホームページ）  

蜘ex．11tml  

（ポスター）  

l＝＝ －l、＼＼＼＼、．州l－i、・、・、・り1・ト＝＝ト・十・＝l・‥＝トJ、．！‥一！・・・し＝・川・lい・・帖・一上・・ミl帖亘晶－  

（リーフレット）  

ht．tl〕：／／www．mhlw．ErO．iT）nunVa／kenkou／kekkaku－kansenshouO9／pd打05．T）df  
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別添1  
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「いいえ」、「わからない」を選んだ方は、  
是非この機会に肝炎ウイルス検査  

を受けましょう！  

早期発見、早期治療！  

′）ウイルス性肝炎とは？′）  
ウイルス性肝炎とは、肝炎ウイルスに感染して肝臓の細胞が  

壊れてい＜病気です。この病気になると、徐々に肝臓の機能が  
失われていき、ついには肝硬変や肝がんに至ることもあります。  
B型及びC聖肝炎ウイルスの患者・感染者は、合わせて300万  
人を超していると推定され、国内最大の感染症とも言われてい  
ます。  

′〉肝臓のニックネニムは“沈黙の臓器”～  
肝炎になっても、肝臓はなかなかSOSを出しません。「体  

がだるい」と気付＜ころには、かなりの重症になってしまって   

います。■でも大丈夫。肝炎ウイルスは、検査で分力、ります！  
肝炎ウイルスに感染していても、適切な健康管理・治療で、肝   
炎から肝硬変や肝がんに悪化するのを予防することが可能です。  

胡干炎のほとんどは、肝炎ウイルスによって起こる「ウイルス性肝炎」です。  

（お問い合わせ先）   

●厚生労働省健康局疾病対策課 肝炎対策推進室  

TEL：03－5253－】1．11（月（ノ金曜日、9晴半～］8時）  

URL：ll「†p：／／、、′、、・r、、・・1111－】、、・・呂（）・i】〕／ll川り・〟l（Cl－】（Ot－／lくel（1こン11Ⅲ－l（州SCl－SllOしl（二）9／＝し】clJwllll  

○ウイルス肝炎研究財団（病気の相談）   

TEL：03－5689－8202（月～金曜日、10時～16時）  

UR＝叩：／／、ⅢW吊帝0 

． 

舶   （製作）厚生労働省健康局   



ウイルス性肝炎Q＆A  

Q1、検査を受けるには？  
【どんな検査？】  

肝炎ウイルスに感染しているかどうかは、速蓮塵査で判断します。  
短晴間で済み、また、数週間で検査結果をお知らせできます。  

※感染後は3ケ月ほどたたないと二陽性にならないこともあります。  

【どこで受けられるの？】  

検査を受診する機会は、以下のようなものがあります。   

f お住まいの五里盤での健診   

■ お住まいの都道府県笠の保健所での肝炎ウイルス検査  
※実施日程や費用などは、それぞれの  
別途お問い合わせください。  

によって異なりますので、  

Q2、感染が分かったら？   
肝炎ウイルスに感染していたとしても、肝臓の状態は人によってまち  

まちです。まずは、専門医に相談し七みましょう。  

＜主な治療方法（インタアブエロン治療）について＞  

○インタ州フェロンは、免疫系・炎症の調節等に作用して効果を発   

揮する薬剤で、ウイルス性肝炎を痕治することができるものです。  
O B型肝炎の場合は約3割、C型肝炎の場合は約5～9割の人が  

治療効果を期待できます。  
※ 治療効果は、遺伝子型、ウイルス量などによって異なります占  

Q3、インターフ土ロン治療に対する   

医療費助成制度とは？  
国と都道府県では、肝炎の有力な治療法であるインタ叫フェロン治療  

について、あなたの負担額を軽減する助成を行っています。，助成の対  

象となるのは射です。  

あなたの世帯の所得に応じて、月当たりの医療費を軽減します。  

にお問い合わせください。  
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別紙2  

基安労発第1225002号  

平成20年12月 2 5 日  

別記事業者関係団体の長 殿  

厚生労働省労働基準局  

安全衛生部労働衛生課長  

労働者に対する肝炎ウイルス検査の受診勧奨等の周知について（依頼）   

労働基準行政の推進につきましては、日頃から格段の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。   

さて、肝炎対策については、「肝炎対策への協力について（要請）」（平成14年6月21日付  

け基発第0621007号）、「職場における肝炎ウイルス感染に関する留意事項について」（平  

成16年12月8日付け基発第1208003号、職発第120gOO3号）及び「労働者に  

対する肝炎ウイルス検査の受診勧奨等の周知について（依傾）」（平成20年4月1日付け進発  

第0401027号）により協力を要請しているところです。   

今般、ウイルス性肝炎の総合的な対月言をより一層推進するため、植皮局疾病対策課において  

肝炎ウイルス検査等の周知に関するポスター（別添1）及びリーフレット（別添2）を新たに  

作成いたしました。   

つきましては、労働者に対する肝炎ウイルス検査の受診勧奨等の際には、同質料をご活用頂  

きますようお顔いいたします。なお、同資料は、下記ホームページからダウンロードすること  

が可能です。  

（厚生労働省健康局疾病対策課肝炎対策推進室ホームページ）  httpニ〟坤ml  
（ポスター）  bttp二〟ww軸f  
（リーフレット）  

httl〕：／／www．mhlw．5rO＿jDn）unVa／ken】〔Ou／kekkaku－kansenshouO9／一）d〟05．T）df  
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別記 事業者団体の長 名簿  

社団法人日本旗済団体連合会会長 殿  

東京商工会議所会頭 殿  

日本商工会議所会頭 殿  

全国中小企業団体中央会会長 殿  

全国銀行協会会長 殿  

社団法人全国地方銀行協会会長 殿  

社団法人信託協会会長 殿  

社団法人生命保険協会会長 殿  

社団法人日本証券業協会会長 殿  

社団法人日本損害保険協会会長 殿  

政府関係法人連絡協議会専務理事 殿  

社団法人日本在外企業協会会長 殿  

石油連盟会長 殿  

石油化学工業協会会長 殿  

石油業経営者懇談会会長 殿  

日本麻紡績協会会長 殿  

日本ゴム工業会会長 殿  

社団法人日本化学工業協会会長 殿  

日本ソーダ工業会会長 殿  

日本化学繊維協会会長 殿  

社団法人日本ガス協会会長 殿  

日本鉱業協会会長 殿  

財団法人石炭エネルギーセンタ山会長’殿  

電気事業連合会会長 殿  

電線工業経営者連盟理事 殿  

社団法人電信電話工事協会会長 殿  

社団法人日本機械工業連合会会長 殿  

社団法人日本産業機械工業会会長 殿  

日本自動車工業会会長 殿  

社団法人日本ベアリング工業会会長 殿  

日本伸銅協会会長 殿  

日本紡績協会会長 殿  

日本製糸協会会長 殿  

日本羊毛紡績会会長 殿  

社団法人日本石綿協会会長 殿  
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せんい強化セメント板協会会長 殿  

社団法人日本船主協会会長 殿  

社団法人日本造船工業会会長 殿  

電機・電子・情報通信産業経営者連盟理事長 殿  

社団法人日本民営鉄道協会会長 殿  

社団法人日本民間放送連盟会長 殿  

日本肥料アンモニア協会会長 殿  

全国農業協同組合連合会会長 殿  

社団法人大日本水産会会長 殿  

日本醤油協会会長 殿  

ビール酒造組合 御中  

日本火薬工業会会長 殿  

社団法人日本柿梁・鋼構造物塗装技術協会会長 殿  

社団法人日本中小型造船工業全会長 殿  

社団法人全国火薬類保安協会会長 殿  

社団法人日本洗浄技能開発協会理事長 殿  

日本鉄道車輌工業会会長 殿  

日本製紙連合会会長 殿  

全国段ボール工業組合連合会理事長 殿  

全日本紙製品工業組合会長 殿  

全日本紙器ダンボール絹工業組合連合会会長 殿  

社団法人全国建築コンクリートブロック工業会会長 殿  

全国生コンクリート工業組合連合会会長 殿  

社団法人日本金属プレス工業協会会長 殿  

社団法人日本鍛造協会会長 殿  

社団法人日本鉄鋼連盟会長 殿・  

社団法人セメン 

社団法人日本砕石協会会長 殿  

社団法人日本砂利協会会長 殿  

社団法人日本建設業団体連合会会長 殿  

社団法人全国建設業脇会会長 殿  

社団法人全国中小建設業協会会長 殿  

社団法人全国中ノト建築工事業団体連合会会長 殿  

全国基礎工業協同組合連合会会長 殿  

社団法人日本土木工業協会会長 殿  

社団法人建築業協会会長 殿 て  

社団法人日本道路建設業協会会長 殿  
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社団法人日本電力建設業協会会長 殿  

社団法人日本鉄道建設業協会会長 殿  

財団法人建設業振興基金 御中  

社団法人日本埋立波沫協会会長 殿  

社団法人日本電設工業協会会長 殿  

社団法人日本空調衛生工事業協会会長 殿  

全国管工事業協同組合連合会会長 殿  

社団法人日本塗装工業会会長 殿  

社団法人日本左官業組合連合会会長 殿  

社団法人日本鳶工業連合会会長 殿  

社団法人全国建設専門工事業団体連合会会長 殿  

社団法人プレハブ建築協会会長 殿  

社団法人プレストレストコンクリ」ト建設業協会会長 殿  

全国建設業協同組合連合会会長 殿  

社団法人日本橋梁建設協会会長 殿  

社団法人全国クレーン建設業協会会長 殿  

社団法人日本造園建設業協会会長 殿  

社団法人日本海洋開発建設協会会長 殿  

社団故人日本建設大工工事業協会会長 殿  

社団法人日本建設業経営協会会長 殿  

社団法人日本建設躯体工事業団体連合会会長 殿  

社団法人日本造園組合連合会会長 殿  

社団法人全日本トラック協会会長 殿  

社団法人日本港運協会会長 殿  

社団法人全国乗用自動車連合会会長 殿  

全国通運協会会長 殿  

全国森林組合連合会会長 殿  

全国素材生産業協同組合連合会会長 殿  

全国木材組合連合会会長 殿  

社団法人日本新聞協会会長 殿  

日本百貨店協会会長 殿  

日本チェーンストア協会会長 殿  

日本生活協同組合連合会会長 殿  

社団法人全国ビルメンテナンス協会会長 

社団法人全国都市清掃会議会長 殿  

社団法人全国警備業協会会長 殿  

社団法人日本ゴルフ場事業協会理事長 殿  
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社団法人日本鋳造協会会長 殿  
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基安労発第1225003号  

平成20年12月2 5 日  

別記関係団体の長 殿  

厚生労働省労働基準局  

安全衛生部労働衛生課長  

労働者に対する肝炎ウイルス検査の受診勧奨等の周知について（依頼）   

労働基準行政の推進につきましては、日頃から格段の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。   

さて、肝炎対策については、「職場における肝炎ウイルス感染に関する留意事項について」（平  

成16年12月8日付け基発第1208003号、職発第1208003号）及び「労働者に  

対する肝炎ウイルス検査の受診勧奨等の周知について（依頼）」（平成20年4月1日付け基発  

第0401028号）により協力を要請しているところです。 

今般、ウイルス性肝炎の総合的な対策をより一層推進するため、健康局疾病対策課においで  

肝炎ウイルス検査等の周知に関するポスター（別添1）及びリーフレット（別添2）を新たに  

作成いたしました。   

つきましては、労働者に対する肝炎ウイルス検査の受診勧奨等の際には、同資料をご活用頂  

きますようお原凱、いたします。なお、同資料は、下記ホームページからダウンロードすること  

が可能です。  

（厚生労働省健康局疾病対策課肝炎対策推進室ホームページ）  

l＝＝二＼いり、！1・l・しい呈∴＝上．llリ・・上土し！こリIIさ州 

（ポスター）  

I・～．リノ、、り＿い川・I・Iさ1〔・∴‖小ノユ！ナご！し小い・・！ユ∴・！、1ご▲1、リ！∴リトトj卜！」川．＝臣い什．し！‘u＝ll  

（リーフレット）  

httか／＾vww．mhlw、gO．j13／bunva／kenkou／kekkaku－kansenshouO9血d〟05．T）df  
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別記 関係団体の長 名簿  

独立行政法人労働者健康福祉機構理事長 殿  

独立行政法人雇用・能力開発機構理事長 殿  

社団法人日本歯科医師会会長 殿  

社団法人日本作業環境測定協会会長 殿  

社団法人全国労働衛生団体連合会会長 殿  

財団法人産業医学振興財団理事長 殿  

学校法人産業医科大学理事長 殿  

社団法人日本ボイラ協会会長 殿  

社団法人日本クレーン協会会長ー殿  

社団法人日本化学物質安全・情報センター会長 殿  

社団法人ポイラ・クレ」ン安全協会会長 殿  

財団法人日本小型貫流ボイラー協会会長 殿  

社団法人仮設工業会会長 殿  

社団法人産業安全技術協会会長 殿  

社団法人日本ボイラ整備据付協会会長 殿  

財団法人安全衛生技術試験協会理事長 殿  

社団法人建設荷役車両安全技術協会会長 殿  

社団法人全国登録教習機関協会会長 殿  

社団法人全国労働基準関係団体連合会会長膜  

社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会会長 殿  

社団法人合板仮設安全技術協会会長 殿  

財団法人全国安全会読議長 殿  

社団法人全国建設業労災互助会理事長 殿  

社団法人日本港湾福利厚生協会会長 殿  

社団法人日本産業衛生学会理事長 殿・  

財団法人日本中小企業福祉事業財団理事長 殿  

社団準人目本保安用品協会会長 殿  

財団法人建設業福祉共済団理事長 殿  

社団法人全国労働保険事務組合連合会会長 殿  

全国社会保険労務士会連合貧会長 殿  

財団法人健康・体力づくり事業財団理事長  

財団法人全日本交通安全協会会長 殿  

財団法人日本消防協会会長 殿  

独立行政法人目本スポーツ振興センター理事長 殿  

財団法人あしたの日本を創る協会会長 殿  
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財団法人地方公務員安全衛生協会理事長 殿  

社団法人日本産業カウンセラー協会会長 殿  

財団法人21世紀職業財団会長 殿  

財団法人港湾労働安定協会会長 殿  

社団法人日本人材派遣協会会長 殿  

財団法人高年齢者雇用開発協会会長 殿  

首都高速道路株式会社会長 殿  

成田国際空港株式会社会長 殿  

独立行政法人都市再生機構理事長 殿  

独立行政法人中小企業基盤整備機柿理事長 殿  

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構理事長 殿  

東日本高速道路株式会社会長 殿  

中日本高速道路株式会社会長 殿  

西日本高速道路株式会社会長 殿  

阪神高速道路株式会社会長 殿  

本州四国連絡高速道路株式会社代表取締役社長 殿  

独立行政法人水資漁機構理事長 殿  

独立行政法人緑資漁機構理事長 殿  

東京地下鉄株式会社会長 殿  

日本下水道事業団理事長 殿  

独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長 殿  

中央職業能力開発協会会長 殿  

全国市長会会長 殿  

全国町村会会長 殿  

日本郵政株式会社取締役兼代表執行役社長 殿  

社団法人日本薬剤師会会長 殿  
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基安労発第1225004号  

平成2 0年12月 2 5日  

社団法人全国労働衛生団体連合会会長 殿  

厚生労働省労働基準局  

安全衛生部労働衛生課長  

労働者に対する肝炎ウイルス検査の受診勧奨等の周知について（依頼）   

労働基準行政の推進につきましては、日頃から格段の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。  

さて、肝炎対策については、「労働者に対する肝炎ウイルス検査の受診勧奨等の周知について（依  

頼）」（平成14年6月21日付け基発第0621007号）、「職場における肝炎ウイルス感染  

に関する留意事項について」（平成16年12月8日付け基発第1208005号、職発第12  

08f）05号）及び「労働者に対する肝炎ウイルス検査の受診勧奨等の周知について（依頼）」  

（平成20年4月1日付け基発第0401029号）により協力を要請していると 

今般、ウイル女性肝炎の総合的な対策をより一層推進するため、健康局疾病対策課において  

肝炎ウイルス検査等の周知に関するポスター（別添1）及びリーフレット（別添2）を新たに  

作成いたしました。   

つきましては、労働者に対する肝炎ウイルス検査の受診勧奨等の際には、同資料をご活用頂  

きますようお願いいたします。なお、同資料は、下記ホームページからダウンロードすること  

が可能です。  

記  

（厚生労働省健康局疾病対策課肝炎対策推進室ホームページ）  

http：／／w蝉．址叫  

（ポスター）  http：／坤  
（リーフレット）  

httpJ∧軸RO．iD化unya／kenkou／kekkakurkansenshouO9／DdL［05．T）df  
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